
経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和３年度事業実績 ＜事業目標・実績＞

３　組織
①役員数(R4.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R4.4.1現在) (単位:人) ③取締役会回数

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R3年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 計 （R3年度）

計 （R3年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

＜主な経営指標＞ ＜退職給与引当状況 (単位:千円)＞

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

◎法人の行動計画(平成３０年度～令和３年度)

株式会社　秋田県食肉流通公社 （株１２）

代表者職氏名 代表取締役社長　土田　正広 資本金 1,319,700千円 所管部課名

設立年月日 昭和53年6月6日 県出資額及び比率 445,710千円 (33.8%) 農林水産部畜産振興課

設立目的
秋田県における肉畜及び食肉流通の合理化を図り、もって畜産農家経済の発展と県民生活の向上に寄与することを目的に設
立

事業概要
①肉畜の集荷、と殺、解体　②枝肉及び副産物の買い取り並びに受託処理加工　③食肉及び副生物の加工並びに貯蔵販売　
④前各号に付帯する一切の事業

関連法令、県計画 と畜場法、食品衛生法

項　目 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

目標 182,750 187,140 188,000

実績 188,579 188,685 －
目標 101,600 109,600 110,500
実績 104,576 107,312 －
目標 90 90 90
実績 90 91

取締役 監査役 区　分 R3 R4 令和２年度 令和３年度
R3 R4 R3 R4 56 57 5回 6回

3 3 1 1
1 1 1 1 1 38.1

4 平均勤続年数

7 7 2 2 10 8 11.9
60

平均報酬年額 67 65
10 10 3 3 3,676
1 1 1 1 5,632

区　　分 令和２年度 令和３年度 区　　分 令和２年度 令和３年度
9,789,560 9,882,290 953,265 949,197
9,283,402 9,405,796 960,144 945,155
506,158 476,494 1,913,409 1,894,352
488,308 476,474 293,303 312,066
332,543 325,567 54,174 65,344
17,850 20 253,444 210,917
18,993 10,522 136,665 110,149
1,701 2,228 546,747 522,983

35,142 8,314 1,319,700 1,319,700
76,500 52,500 46,962 51,669
76,796 52,525 1,366,662 1,371,369
15,710 3,582 1,913,409 1,894,352
19,136 4,707

項　目 令和２年度 令和３年度 増減※ 要支給額 引当額 引当率(%)
経常収支比率 (経常収益÷経常費用) 100.4% 100.1% △0.3 125,157 67,291 53.8%
流動比率 (流動資産÷流動負債) 325.0% 304.2% △20.8
自己資本比率 (純資産計÷負債・純資産計) 71.4% 72.4% ＋1.0
有利子負債比率 (有利子負債÷純資産計) 14.0% 12.8% △1.2

区　分 令和２年度 令和３年度 支出目的・対象事業概要等
77,250 52,500 食肉・食鳥処理施設緊急環境整備事業補助金
10,368 6,506 秋田牛の台湾における認知度向上及び販路開拓に関する業務委託他

県関与のあり方 縮小・廃止 見直しの方向性 県保有株式の処分を目指し、経営改善に取り組む。

課題
①産地食肉センターとして、生産者との連携を密にし一層の生産基盤の安定と拡大を図る。
②安定した経営に向けた人材育成や施設整備を着実に実行していくため、今後、内部の環境・体制を検討する。

と畜頭数（豚換算：
頭）

カット頭数（豚換算：
頭）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

年間
支出

取組
引き続き経営の安定化を図るため、単年度黒字を実現させる。
【平成30～令和３年度】当期純利益　各年度　6,000千円

実績 ［当期純利益］平成30年度： 9,926千円　令和元年度 ：14,990千円　令和２年度 ： 19,136千円　令和３年度：4,707千円

大口の生産農場からの豚集荷が前年を上回り、と畜頭数は目標を達成
した。カット頭数については牛の産地カットは目標を上回ったが、豚
換算では目標未達となった。収支については、原油価格の想定外の高
騰により光熱費が前年比23,344千円経費増となったほか、販売部門で
はコロナ禍での販売不振や運賃値上げにより目標の収益を確保するの
が難しい状況であった。役職員一丸となり経費の節減に努めた結果、
令和３年度の事業実績は当期純利益4,707千円と黒字となった。



経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　秋田県食肉流通公社 （株１２）

Ｂ Ａ (Ａ) Ａ

Ｂ Ａ (Ａ) Ａ

Ｂ Ａ (Ａ) Ａ

Ｂ Ａ (Ａ) Ａ

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた対応（概要）

引き続き、公共的な役割を果たすため、と畜場として生産者の要望に応えた運営に取り組むとともに、安定した集荷頭数を確保す
るため、県内外の業者へ、本公社でのと畜を重点的に働きかけた。

食の安全・安心を確保する
とともに、「秋田牛」等を
始めとする県産ブランド食
肉の販売対策に重点的に取
り組み、本県畜産振興を牽
引する主導的役割を果たし
てきた。

会社法を遵守した組織体制
（取締役会・監査役会・会
計監査人）となっている。
内部監査を毎年実施する計
画となっている。

大口生産農場から目標以上の
豚出荷があり、豚換算頭数で
はと畜頭数は事業目標を達成
できた。カット頭数について
は牛の産地カットは目標を上
回ったが、豚換算では目標未
達となった。

原油価格高騰により光熱費の
経費増や販売部門のコロナ禍
での販売に苦慮したが、経費
節減に努めた結果、当期純利
益4,707千円と７期連続の黒字
を確保できた。

全県の畜産農家が生産した
牛・豚のと畜・解体を行
い、県民を始めとする消費
者に衛生的で安全・安心な
食肉を提供するという広域
性・公共性の高い役割を担
うとともに、秋田牛ブラン
ドの推進など、県の畜産振
興施策を具現化する重要な
パートナーである。

事業の執行に必要な常勤の
役員・職員が確保されてい
るほか、取締役会を適切に
開催するなど、安定した法
人運営に必要な組織体制が
十分に整備されている。

県内の家畜飼養頭数や食肉の
需給・相場の動向を把握した
上で、処理頭数や販売額等に
ついて、適切に目標を設定し
ている。３年度については、
と畜頭数は目標を上回った
が、カット頭数はわずかに目
標に満たなかった。

29年度に累積赤字を解消し、
３年度も当期純利益で4,707千
円と７期連続で黒字を確保し
ている。

売上高は増収であったが、原油価格の高騰による光熱費の増加などにより営業利益が20千円と減益、当期純利益が4,707
千円となった。設備投資を積極的に行い、豚と畜頭数、豚カット取扱頭数は増えてきており経営努力が7期連続での黒字
確保につながっていると思われる。原油価格の高騰など厳しい外部環境が続いているため、引き続き安定経営に向け計
画的な取り組みを続けていきたい。

三セクの行動計画上は「設
立支援を目的として出資等
をした法人で、その目的が
達成された法人」に位置づ
けられているが、と畜場と
して衛生的で安全・安心な
食肉を生産する役割や、県
産ブランドの推進など県の
畜産振興施策の推進面での
役割も大きい。

常勤の役職員がおり、組織
体制は整っている。

カット頭数は目標に届かな
かったものの、目標に対して
98%の達成度となっており、ほ
ぼ目標は達成している。と畜
頭数及び顧客満足度指数はい
ずれも目標値を上回った。

行動計画の取組に掲げている
当期純利益については目標を
達成できなかったものの、７
期連続で黒字を確保してお
り、順調に利益剰余金を積み
増している。



法人名 (株)秋田県食肉流通公社

①令和４年度計算書類等

法人所管課 畜産振興課



株式会社秋田県食肉流通公社

定 款

沿 革

昭和５３年 ５月２４日作成

昭和５３年 ５月２５日公証人認証

昭和５３年 ６月 ６日会社成立

昭和５４年 ６月１５日一部改正

昭和５５年 ３月２７日一部改正

昭和５８年 ６月１０日一部改正

昭和５９年 ６月２７日一部改正

昭和６０年 ６月２１日一部改正

平成 元年 ６月２７日一部改正

平成 ４年 ６月２９日一部改正

平成 ６年 ６月２８日一部改正

平成１５年 ６月２７日一部改正

平成１７年 ６月２８日一部改正

平成１８年 ６月２８日一部改正



－定款 1－

株式会社秋田県食肉流通公社

定 款

第１章 総 則

（商 号）

第１条 当会社は、株式会社秋田県食肉流通公社と称する。

（目 的）

第２条 当会社は、秋田県における肉畜及び食肉流通の合理化を図り、もって畜

産農家経済の発展と県民生活の向上に寄与するため、次の事業を営むこと

を目的とする。

1．肉畜の集荷、と殺、解体。
2．枝肉及び副産物の買取り、並びに受託処理加工。
3．食肉及び副生物の加工並びに貯蔵販売。
4．前各号に付帯する一切の事業。

（本店の所在地）

第３条 当会社は、本店を秋田市に置く。

（機関）

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人

（公告の方法）

第５条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第２章 株 式

（会社の発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１５０,０００株とする。
（株券不発行）

第７条 当会社の株式については、株券は発行しない。

（株式の譲渡制限）

第８条 当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役

会の承認を受けなければならない。

（株式取扱規程）

第９条 当会社の株主名簿への記載または記録、その他株式に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定

める株式取扱規程による。

（基準日）

第１０条 当会社は、毎事業年度末日の毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載

または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する

定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。



－定款 2－

第３章 株主総会

（招集）

第１１条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、

臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

（総会の招集地）

第１２条 当会社の株主総会は、本店所在地または、これと隣接する地にこれを

招集する。

（総会の招集権者及び議長）

第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に

よって、取締役社長が招集し、議長となる。

２．取締役社長に事故のあるときは、あらかじめ取締役会において定めた

順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

（決議の方法）

第１４条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う。

（議決権の代理行使）

第１５条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を

行使することができる。ただし、２名以上の代理人を出席させること

ができない。

２．前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主

総会ごとに当社に提出しなければならない。

（総会の議事録）

第１６条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他

法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席し

た取締役がこれに記名押印する。

第４章 取締役および取締役会

（取締役の員数）

第１７条 当会社の取締役は１５人以内とする。

（取締役の選任）

第１８条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

３．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

（取締役の任期）

第１９条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．補欠または、増員で選任された取締役の任期は、在任取締役の任期

の満了する時までとする。



－定款 3－

（代表取締役および役付取締役）

第２０条 代表取締役は取締役会の決議によって選定する。

２．代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。

３．取締役会は、その決議によって取締役社長１名を選定し、また必要に

応じ、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定する

ことができる。

（取締役会の招集権者及び議長）

第２１条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集

し、議長となる。

２．取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた

順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）

第２２条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の３日

前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮すること

ができる。

２．取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ない

で取締役会を開催することができる。

（取締役会の決議方法）

第２３条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半

数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）

第２４条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面により同

意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった

ものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

（取締役会の議事録）

第２５条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法

令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役およ

び監査役がこれに記名押印する。

（取締役会規程）

第２６条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締

役会で定める取締役会規程による。

（取締役の報酬等）

第２７条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける

財産上の利益（以下「報酬等」という。）については、株主総会の決

議によって定める。

第５章 監査役および監査役会

（監査役の員数）

第２８条 当会社の監査役は、３名以上とする。

(監査役の選任）

第２９条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

２．監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。



－定款 4－

（補欠監査役の予選）

第３０条 監査役が欠けた場合、または法律もしくは定款で定めた監査役の員数

を欠くことに備え、任期満了前に退任した監査役の補欠として、株主総

会の決議によって補欠監査役の予選をすることができる。

２．予選の決議は、第２９条２項の選任決議を予選決議と読みかえ行う。

（監査役の任期）

第３１条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了

する時までとする。

３．補欠監査役の予選により選任された監査役の任期は、次期定時株主総

会終結の時までとする。

（常勤監査役）

第３２条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）

第３３条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３日前までの発する。

ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。

２．監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を

開催することができる。

（監査役会の決議方法）

第３４条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過

半数をもって行う。

（監査役の議事録）

第３５条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他

法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役が

これに記名押印する。

（監査役会規程）

第３６条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査

役会において定める監査役会規程による。

（監査役の報酬等）

第３７条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第６章 会計監査人

（会計監査人の選任）

第３８条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

（会計監査人の任期）

第３９条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．会計監査人は、前項の定時株主総会において特段の決議がされなかっ

たときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。



－定款 5－

（会計監査人の報酬等）

第４０条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

（運営委員会の設置）

第４１条 取締役の諮問機関として、当会社の経営の健全化と円滑なる運営を図

るため、運営委員会を置くことができる。

第７章 計 算

（事業年度）

第４２条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（剰余金の配当）

第４３条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年３月３１日の最終の株主名

簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭に

よる剰余金の配当（以下、「配当」という）を支払う。

（除斥期間）

第４４条 配当金が、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払いの義務を免れる。

２．未払いの配当金には利息をつけない。



（別紙２）

法　　人　　名 ：

（単位：千円）

出資等団体数 32 資本金・基本財産合計額 1,319,700

（出資団体等一覧）

出資団体等名 出資等額 出資団体等名 出資等額

秋田県 445,710 市町村の内訳 16,000

全国農業協同組合連合会 378,490 秋田市 10,070

農畜産業振興機構 320,000 能代市 330

秋田県畜産農業協同組合 135,010 横手市 1,000

全国共済農業協同組合連合会 22,490 大館市 270

２５市町村 16,000 由利本荘市 840

秋田県家畜商業協同組合 1,000 潟上市 180

秋田県食肉事業協同組合連合会 1,000 男鹿市 160

湯沢市 370

大仙市 600

鹿角市 230

北秋田市 350

小坂町 60

上小阿仁村 40

三種町 200

八峰町 90

藤里町 70

五城目町 50

八郎潟町 40

井川町 90

大潟村 40

にかほ市 220

仙北市 200

美郷町 250

羽後町 200

1,319,700 東成瀬村 50

株主名簿

株式会社秋田県食肉流通公社



法 人 名 ：

時 点 ：

番
号

役職名称 氏名 職名
番
号

役職名称 氏名 職名

1 代表取締役社長 土田正広
前秋田県農林水産
部参事

28

2 取締役副社長 加藤義康
県畜協代表理事組
合長

29

3 専務取締役 小野　悟 全農秋田監理役 30

4 常務取締役 近江谷亮一 前事業部長 31

5 取締役 吉田  良
全農秋田園芸畜産
部長

32

6 取締役 永井丈晴 全共連県副本部長 33

7 取締役 長岐哲行 県畜協参与 34

8 取締役 新出康史
秋田市産業振興部
長

35

9 取締役 小松信一 食肉事業連会長 36

10 取締役 髙橋長寿
秋田県家畜商協副
理事長

37

11 常勤監査役 山崎　司
前秋田県山本地域
振興局農林部長

38

12 監査役 安杖和彦
中央会経営総合対
策部長

39

13 監査役 小川宏人
秋田市産業振興課
長

40

14 0 0 0 41

15 0 0 0 42

16 43

17 44

18 45

19 46

20 47

21 48

22 49

23 50

24 51

25 52

26 53

27 54

秋田県出資・出捐法人　役員名簿

株式会社　秋田県食肉流通公社

令和4年7月1日
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法人名 (株)秋田県食肉流通公社

②令和３年度計算書類等

法人所管課 畜産振興課
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